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福祉第2  5 7 3 号

審査請求人 四
平成２２年３月２９日付けで行われた審査請求について 、行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）第４０条第３項の規定により、次のとおり裁決する。･。

処分は、これを取り消す。

長の名称

主　　　　 卜 文

、平成２２年３月１２日付けで審査請求人に対し行った生活保護停止

事 実

（以下「処分庁」というi，なお、平成2,2 年４月１日の組織改正により、

なった。）は、平成２２年３月１２日、審査請求人（以下「請求人」

１　　　　　　　　　　
。　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

と いう 。） に 対しレ 生活 保 護法 （ 昭和２ ５年 法律第1 ＼4 4 号。以下 「法」という。） 第６ ２条 第 ３項の

規 定 によ り 、 生活 保 護停 止 処分 （以 下 「原 処 分」｡･とい う。） を 行っ た。　　　　　　 卜　　　　　 ＝

請 求 人は 、原 処 分を 不服 とし て 、 平成２２年 ３月２ ９ 日、 北 海道知 事に 審 査 請求 を 行った。 こ

万　　　　　　　　　　　　　　 請 求 の 。要 旨　 。･

自 動 車を 運 転 し てい な いの に 、 運 転し た とし て 保 護 を停 止 された こ と が 不 服であ る 。　　　 卜

裁　 決　 の　 理　 由

１　 本 件 に 関 しで は 次 の 事実 が 認め ら れる 。
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判 断　　　　　　　　　　　　　　 ダ　　　　 ▽･　　　　　　　　　　　　　　　 し

） 法 の 規 定 等に つ いて　 づ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･

ア　 生 活 保 護は 、 生活 に 困窮 す る者 が 、そ の 利 用し得 る資産 、 能 力そ の他 あ ら ゆる も のを 、そ

の 最 低 限 度の 生活 の 維 持 のた め に 活 用 す る こ と を 要 件 とし て 行わ れ る （法 第 ４条 第工 項）。

イ　 被 保 護 者 は、 常 に 、能 力に 応 じて 勤 労 に 励 み、 支 出の節 約を 図 り 、そ の 他 生活 の維 持、向

上 に 努 め な け れ ばな らな い も のと さ れ （法 第 ６ ０ 条 ）、 保護 の実 施 機 関 は 、 被 保 護 者に対 し

て 、 生 活 の維 持 、向 上そ の 他 保 護の 目 的 達 成 に必 要な 指導 又は 指示 を す る こと が でき ると さ

れて いる （法 第 ２ ７条 第 １項 ）。　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　　　 ご
●　　　　　　　

・　　。　　　　　　・　　　丶■　　　　　　　　　Ｉ　Ｉ　　　　　　　　　ｉ　　　･･
。

ウ　 そ し て 、 被保 護 者 は、 保 護の 実 施 機関 か ら指 導 又 は 指示 を受 け た ど き は 、 これ に従 わなけ

れ ばな らな いも の と されて お り 、保 護 の 実 施 機関 は､ 被保 護者 がこ の 義 務 に違 反し た とき は、
ｉ　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

あ ら かじ め 被 保護 者 に 対して 弁 明の 機 会 を 与 えた 上で、 保護（ヵ変 更 、停 止 又は 廃 止をす る こ

とが で き る と され て い る （`法 第 ６ ２条 第 １ 項 、 第 ３項 及び 第 ４項 ）。卜　　　　　　 、

こ の場 合 の保 護 停 止 の基 準 につ いて 、 生 活 保 護 法に よる 保護 の 実 施 要領 の 取扱 い につ いて

（昭 和 ３ ８年 ４ 月 １ 日 社 保 第 ３４ 号厚 生 省 社 会局 保 護 課長通 知。以 下 「課 長通 知 」とい う。）

問 （第1 卜I の １ ） は、 被保 護者 が書｡面 に よ る 法第 ２ ７ 条の規 定 によ る 指 導 指示 に 従 わな い場

合 にお いて 保 護の 変 更 、停 止 又は 廃 止 の い ず れ を適 用す るか の 基 準を 定 め てお･り 、 保護 を停

止 す る 基 準 につ い て∠ 当該 指導 指 示 の 内 容 が 比 較的 軽微な 場 合 は、 そ の 実 情に 応 じて 適当 と

認 め ら れ る限 度 で 保 護の 変 更を 行 いレ そ れ によ る こ と が適 当で な い 場合 は 保護を 停 止する こ

と と さ れて い る。　　　　　 ▽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご

工　 法 第 ２ ６条は 、保 護 の実 施 機関 は 、 被保 護者 が 保 護 を必 要と しな く な っ た と き は、保 護 の

停 止 又は 廃 止を 決定 し、 書 面 を もっ て 被 保 護 者 に 通 知す ると 定 めて いる 。

ま た 、 法第 ２ ８ 条 第４ 項 は、 保 護 の 実 施 機 関 は 、 被保 護者 が 法 に基 づ く 立 入 調査 を拒 み、

妨 げ 、 若し く は 忌避 し 、 又 は医 師若 しく は 歯科 医 師 の 検 診を受 け る べ き 旨 の 命令 に 従わ ない

と き は 、保 護 の変 更 、 停 止若し く は 廃 止を す る こ と がで き る と定 め て い る。

オ　 課 長通 知問 （第 卜1 の １） によ る と 、 法第 ２ ７ 条 に 基づく 指 導 指 示 に 従 わな い 場合 の保 護
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の 停11m等 の処 分は 、当 該 処 分を行 うこ と を 実 際 に 決定 した 日か ら 適用 す ること を 原則 と する

と さ れ て いる 。　　　　　　　　　　　　　　　　 づ　　　　　　
卜　　　　　　　　 卜

力　 生活 保 護法 によ る 保 護の 実 施要 領に づ い て （昭 和 ３ ８年 ４ 月 １日付 け 社発 第２ ４ ６ 号厚 生

省 社､会 局 長 通 知 。 以 下 「局 長 通 知 」と いう｡ ） 第 １ １の２ の（4）及 び 生 壻保 護 行 政 を 適 正に

運 営 す る た め の 手引 につ いて （平成 １８ 年 ３ 月３ ０日 社稷 保発 第0330001 号厚 生労 働省 社 会

･I援 護局 保 護 課 長 通 知。 以 下 （手 引厂 と い う。） ｎ の １に よ る と 、法 第 ２ ７条 によ る 指 導指

示 は 、 口頭 によ り直 接 当 該被 保 護 者に対 し て 行 う こと を原則 と し 、 一定期 間 口頭 によ る 指導

指 示 を 行っ た に もか か わら ず 、 目的を 達 せ ら れな か っ たとき 、 また は 目的 を達 せ られ な いと

認 め ら れ る と き に文 書 によ る指 導 指示 を 行 う こと と さ れて いる。 そ して 、 当該 被 保護 者が 文

書に よ る 指導 指 示 に 従わな か っ た場合 、 法 第 ６ ２条第 ３項 に よ り保 護 の変 更、 停 止又 は 廃止

を検 討 す る こと とな る 。　 ∧　　　　　　　　 ’　　　　　　 ト　　　　　　　　　 ト

キ　 手 引II の １ の 挧 の ウに よ る と 、 口頭 に よ る 指 導 指 示は 、 具体 的 に 、内 容、 期 間 等 を明 示

して 行 う こ と と され 、 また 、 手‘引II の １の（2）のイ による と 、 文 書 によ る 指導 指 示 は 、指 導

指 示 を 行 う 理 由、 内 容 、対 象 者等を 分か り や すく 具体 的に 記 載す る こと ど されで い る。

処 分庁 の 主張　　　 イ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜

処 分 庁 は 、 平成 ２ ２年 ４ 月 ２ １ 日付け 弁 明 書 （以 下 「弁 明 書」 と い う｡ ） にお い て 、次 の と

お り主 張 す る ○ ：。 ･- ＸＩ　
Ｉ　。。　　　　　　　　　　。･　　　　　　　　　Ｉ　　　

・　　　　・　　　　。■

請 求 人 に 対 して 、 自 動 車の 保 有及 び 使用 に つ い て 再 三指導 指 示 して き たに も かか わ らずご 車

検 満 了 後 も芦 転 しヽ 処 分庁 に 対 して 虚偽 の 報 告 を し て いた行 為 は 郷 質で ある から 、 保 護の 停 止

は 当然 で あ る､。　　　　　　　　 二　　　　　　 ／ △　　　　　　　　　　 ▽

(3) 原 処 分 に つ い て　　　　　　　　　　　　 ＼

ア　 指 導 指 示 に つ い で　　　　 、　
二　　　　　　　　　　

し

処 分 庁 は 、 前 記 １ の(3) な い し(5) の と お り 、 請 求 人 に対 し て 、 自 動 車 の 保 有 及 び 使 用 を 原

則 で き な い 旨 指 導 し て い る が 、 法 第2 7. 条 に 基 づ く 指 導 指 示 は 、 前 記(1) の キ の と お り √ 対

象 と な る 被 保 護 者 個 々 の 事 情 に 応 じ て 、 具 体 的 な 内 容 で な け れ ば な ら な い か ら 、 保 護 制 度 の

原 則 を 説 明 し た に 過 ぎ な い 指 導 は 法 第 ２ ７ 条 に 基 づ く 指 導 と い う ご と は ヤ き な い 。

ま た 、 自 動 車 の 保 有 要 件 等 に つ い て は 、 課 長 通 知 等 に お い て 、 通 勤 用 自 動 車 、 障 害 者 の 通
㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　 ・

院 等 の た め の 自 動 車 な ど に つ い:て 定 め ら れ て い る と こ ろ で あ り 、 自 動 車 の 保 有 の 可 否 の 検 討

に 当 た っ て は 、 被 保 護 者 が 要 件 に 該 当 す る か 否 か を 個 別 に 判 断 す る 必 要 が あ る が 、 処 分 庁 か

ら 提 出 を 受 け た 資 料 に お い て は 、 処 分 庁 が 請 求 人 に つ い て 自 動 車 の 保 有 の 可 否 を 十 分 に 検 討

｜　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
し た と い え る 事 実 は み ら れ な い の で 、 自 動 車 の 保 有 等 に つ い て 指 導 指 示 を 行 う 前 提 を 欠 い て

い る こ と と な る 。

な お 、 処 分 庁 は 、 前 記 １ の(3) な い し(5) の と お り 、 請 求 人 に 対 し 、 口 頭 に よ る 指 導 を 平 成

２ １ 年 １ ２ 月 ｉ Ｏ 日 及 び 平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ４ 日 に 行 い 、 同 月 １ ０ 日 に 文 書 に よ る 指 示 を 行 って

い る が･、 口 頭 指 導 し た 後 、 文 書 指 示 ま で の 間 に 指 導 指 示 違 反 が あ っ た と い う 事 実 も 、 処 分 庁
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が指導の目的を達せられないか否かを検 討した事実もみられない。そ うすると、前記(1) の

力に照らし、処分庁が請求人に対し 文書指示を行う根拠があうたとは認められない。

以 上のことから､1 本件の指導及び指示は 有効なものとはいえず、その指導指示に違反した

ことを埋由に保護を停 止した原処分は取消しを免れな い。　　　　'

イ　 処分の理由について　　　　　　　　　　　　　 十゚ ＼　　　　　･、

処 分庁は、前記１の00) のとおり、原処分の通知において、保護を停止する理由を｢ 生活

状況観察のため｣ としているが｡ 保護の実施機関が被保護者の保護を停止できるのは 前記(1)

のウ 又はエの場合であ り、被保護者の生活状況を観察するために保護を停止できるとする規

定はな いか､ら、この点においても原処分は 不適当であ る。　　 ヶ

ウ　 処分日について 卜　　　　　　　 Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 卜

前記１の(10) のとおり、原処分の通知 書の日付及び 停止処分の日は平成2 2, 年３月１２日

となっており、ま た 、処分庁は、弁明 書において、同日付けで原処分を行ったと明記してい

る。　　　　　　　　　　　　 ト　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニ

ところが、前記１の(8) のとおり、処分庁は、平成２２年３月１２日に、請求人に対し同

日付けで保護を停止する旨を伝え、その塲で法第６ ２ 条第４狷に基づく弁明の機会を与えて

いる。停止等の処 分は、あ1らかじめ弁明の機会を与えた上で、その内容を勘案して検 討する

べきものであり、しかも弁明の機会を付与する旨の通知は、文書により、弁明の日時までの

相当の日数を空けて設定するべきであるが、本件の場合は弁明の機会を与える前に保護を停

止する旨を決定しているので、法第６２条第４項に定められた弁明の機会を適正に付与した

とは いえな い。　　　　　　　 卜　　　　　　　　　 卜

ししたがって、原処分は法第６ ２ 条に定められた手続を経ているとはいえず、違法な ものと

いえる･。｡
■　　　　　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　‰

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・なお､、前記亅 の(9) によると。平成２２年３月1 16 日に保護停止の決定を行ったともいえ

るが、そうだとすると、前記(1) の オにより、保護停止 の日は平 成２２年３月１６日とする

べきであり、同月１２日付けで保護を停止する理由はなく、いずれにしても原処分は違法又

厂は不適当である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 十　　 十

よって、主文のとおり裁決する。

平成２２年１１月１ ８日 卜

４

北海道知事　　 高　 橋　 はる
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